
（別紙）

１．対象業者の商号又は名称（代表者名）及び住所

( )

２．措置期間

7 年 10 月 27 日 ～ 7 年 12 月 10 日 （ ）

３．事実概要

４．措置理由

様式第7号（第14条関係）

入札参加資格制限措置の概要

商号又は名称(代表者名) 代表取締役社長　末竹　一春

法人番号 3370001009876

住 所 宮城県仙台市青葉区一番町２－２－１３仙建ビル

令和 令和 1か月2週間

東日本コンクリート株式会社

　当該人は、令和５年３月23日に契約した県中建設事務所発注「道路橋りょう改良（改
良）工事（橋梁上部）」（第22-41320-0351号）において、令和６年10月24日の竣工検査
に合格し、発注者に工事目的物を引き渡した。
　その後、道路改良舗装工事の受注者により、床版排水管の一部において排水機能を果た
していないことが判明し、既設管を撤去し新設管を設置し直すことにより対応することと
なった。
　このため、発注者により令和７年９月22日付けで福島県工事請負契約約款の契約不適合
責任に基づき、修補を請求された。

問い合わせ先

福島県総務部入札監理課
福島県福島市杉妻町２－１６

（電話）０２４－５２１－７８９９

　上記のことが、本県建設工事等入札参加資格制限措置要綱別表第１の２（過失等による
粗雑工事）に該当するため。

措　　置　　要　　件 期　　間

（過失等による粗雑工事）

２　県発注工事等の施工に当たり、故意又は過失により工事等を
粗雑にしたと認められるとき（過失による場合でその契約不適合
が軽微であると認められるときを除く。）。

当該認定をした日から
１か月以上１２か月以
内

【入札参加資格制限措置要綱別表第１の２】


